
祥
瑞
出
現
と
国
司
行
政

-
　
承
和
初
年
佐
渡
国
の
事
例
を
中
心
に
し
て

は
じ
め
に

日
本
古
代
に
お
い
て
、
為
政
者
の
徳
・
不
徳
に
よ
っ
て
自
然
界
に

様
々
な
異
変
が
生
じ
る
と
す
る
天
人
相
関
思
想
が
、
政
治
的
に
利
用

(
1
)

さ
れ
て
き
た
こ
と
は
す
で
に
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
祥
瑞

が
、
激
し
い
権
力
闘
争
の
結
果
を
天
が
承
諾
・
付
託
し
た
証
し
と
さ

れ
、
ま
た
、
鬱
積
す
る
様
々
な
想
念
・
怨
念
を
払
拭
・
隠
蔽
す
る
た

め
に
利
用
さ
れ
た
。
い
わ
ば
祥
瑞
は
、
常
に
政
治
的
勝
者
の
自
己
正

当
化
の
手
段
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
意
味
を
考

え
れ
ば
、
祥
瑞
が
、
人
為
的
に
準
備
さ
れ
る
こ
と
も
当
然
想
定
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
祥
瑞
の
政
治
的
利
用
、
あ
る
い
は
出
現
の
契
機
と
し

て
説
明
さ
れ
て
き
た
の
は
、
主
と
し
て
国
家
権
力
の
動
向
に
か
か
わ

る
局
面
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
祥
瑞
が
、
結
果
的
に
様
々

酋

　

別

　

府

　

元

　

日

な
恩
恵
を
社
会
の
各
層
に
与
え
、
と
り
わ
け
祥
瑞
出
現
地
域
に
は
、

叙
位
・
免
駄
等
々
の
処
置
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
地
域
に
お

け
る
政
治
的
・
経
済
的
不
祥
事
な
い
し
は
混
乱
を
隠
蔽
・
解
消
す
る

方
策
の
一
つ
と
し
て
意
識
さ
れ
た
こ
と
も
ま
た
、
可
能
性
と
し
て
は

否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

従
来
の
祥
瑞
に
関
す
る
研
究
で
は
、
基
本
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な

地
域
の
状
況
に
つ
い
て
の
視
座
が
欠
落
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
史
料
的
な
制
約
も
あ
っ
た
が
、
地
域
史
編
纂
の

過
程
で
も
そ
の
よ
う
な
視
座
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の

歴
史
観
が
、
い
ま
だ
中
央
集
権
的
発
想
を
克
服
し
え
て
い
な
い
こ
と

の
反
映
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
反
省
の
も
と
、
あ

え
て
一
つ
の
祥
瑞
の
出
現
に
注
目
し
、
こ
れ
を
そ
の
周
辺
の
歴
史
事

象
と
関
連
づ
け
る
な
か
で
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
祥
瑞
出
現
の
意
味

を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一
佐
渡
国
の
慶
雲
出
現
に
つ
い
て

天
長
十
年
、
再
三
の
上
表
・
詔
勅
の
す
え
に
即
位
し
た
仁
明
天
皇

は
、
年
が
明
け
た
正
月
二
日
、
は
じ
め
て
淳
和
上
皇
を
淳
和
院
に
朝

(
2
)

現
し
た
。
つ
い
で
三
日
に
は
、
淳
和
上
皇
に
よ
る
嵯
峨
上
皇
へ
の
拝

賀
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
四
日
に
は
仁
明
天
皇
が
冷
然
院
の
嵯
峨
上
皇

(
2
)

を
拝
現
し
、
一
連
の
朝
挽
行
幸
が
完
結
し
た
。
こ
の
一
連
の
行
幸
は
、

天
皇
の
国
政
的
権
威
が
上
皇
の
家
父
長
的
権
威
の
下
位
に
お
か
れ
た

(
4
)

変
化
を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
当
否
を
論
ず
る

紙
数
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
一
連
の
行
幸
が
、
古
代
に
お
け
る
天
皇
権

(
5
)

力
と
上
皇
権
力
の
確
執
に
〓
疋
の
決
着
を
つ
け
た
も
の
と
評
価
す
る

こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
天
皇
・
上
皇
の
一
体
性
を
強

調
す
る
セ
レ
モ
ニ
ー
の
渦
中
に
、
仁
明
天
皇
は
「
方
今
摂
提
発
歳
。

天
紀
更
始
之
辰
。
大
庄
報
春
。
品
彙
惟
新
之
日
。
宜
有
草
創
以
光
旧

(
6
)

章
」
と
し
て
、
年
号
を
承
和
と
改
め
て
い
る
。
そ
の
詔
は
、
極
め
て

漢
風
の
表
現
な
が
ら
、
天
皇
制
の
歴
史
の
中
に
新
時
代
の
草
創
を
宣

言
す
る
か
の
よ
う
な
格
調
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
新
時
代
へ
の
第
一
歩
を
賛
美
す
る
か
の
よ
う
に
、
正

月
十
六
日
に
は
、
筑
前
国
で
の
慶
雲
に
つ
い
て
の
公
卿
た
ち
に
よ
る

奉
表
陳
賀
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
上
奏
は
、
「
賀
瑞
之
言
。
閉
而
不
聴
」

(
7
)

と
い
う
詔
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
が
、
同
年
秋
、
佐
渡
国
の
慶
雲
の

上
奏
を
う
け
て
、
「
朕
之
罪
虚
。
推
而
不
処
。
前
距
公
卿
之
奏
。
寝
慶

表1祥瑞出現地一覧

霊 鳥 墨 壷 豊 富 霊 宝 完 完 呈 孟 蓮 芸 孟 票 芸 孟 宗 昌 票 孟

藤　 原　 京 1　　　　　　 1　　　　　　　　 1

平　 城　 京 1　　 3　　　 2　　 1　2　　　　 1　　 1　　 1

長　 間　 京 1

平　 安　 京 1　2　2　2　1　　 2　　　　　　　　　　 1　　　　 1　2

故　　　 内 1　2　6　3　4　　　 4　　　 2　2　3　2　1 1　　　　 1

東海道近中日 1　4　6 12 1　　 1　2　1　　　　　 1 1　3　1 1

東海道遠国 6　　　 5　　　　　　　　　　　 3

東　 山　 道 4　7 11 2　　　 3　1　　 2　　　　　　　　 1　3　　　　 1　　 1

北　 陸　 道 3　4　4　1　　　　　　　　 1　　　　　　 2

山　 陰　 道 1 2　2 1 1 1 1　　 3　　 2　　 6　　　　　　　　　 1 1 1

山　 陽　 道 2　2　5　3　6　1 3　1　3　1　2　　　 3　　 1

南　 海　 道 2　1　　 2　　 1　　　　　　 1　　 1

酉　 海　 道 1　2　1　7　1　　 7　1 1　2　　　　　　　　　 2　　　　　　　　　　 1

賀
之
言
。
而
復
有
同
瑞
。
ノ
出
佐
渡
図
。
公
卿
重
表
。
称
慶
醇
陳
。
朕

固
辞
不
免
」
と
し
て
祥
瑞
が
受
容
さ
れ
、
昇
叙
、
調
庸
免
除
な
ど
が



(
0
)

実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
延
喜
治
部
省
式
」
に
よ
れ
ば
、
慶
雲
は
「
状
若
姻
非
掴
、
若
雲
非

雲
」
と
説
明
さ
れ
、
大
瑞
と
さ
れ
て
い
る
。
慶
雲
は
『
続
日
本
紀
』

大
宝
四
年
五
月
甲
午
条
に
記
載
さ
れ
て
以
降
、
管
見
の
範
囲
で
は
、

三
七
例
が
し
ら
れ
る
。
そ
の
出
現
は
、
『
続
日
本
紀
』
以
降
の
祥
瑞
を

整
理
し
美
表
一
二
百
よ
れ
ば
、
木
連
理
の
四
六
例
に
つ
ぐ
多
さ
で

あ
る
。
出
現
の
地
域
を
表
一
で
み
る
と
、
木
連
理
や
白
鳥
な
ど
が
や

や
東
日
本
に
多
く
、
ま
た
白
色
な
ど
が
西
日
本
に
多
く
見
ら
れ
る
。

こ
れ
に
た
い
し
、
塵
雲
は
東
海
道
遠
国
で
の
事
例
は
な
い
が
、
全
体

と
し
て
地
域
的
偏
り
は
希
薄
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
出
現
の
時
期

を
表
二
で
み
る
と
、
白
鳥
・
自
亀
な
ど
が
八
世
紀
に
比
較
的
多
い
の

に
た
い
し
、
屋
雲
は
木
連
理
と
と
も
に
九
世
紀
に
多
く
出
現
す
る
傾

向
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
慶
雲
の
場
合
は
、
八
世
紀
に
お
い
て
も
そ

の
顕
現
が
改
元
な
ど
の
契
機
と
さ
れ
て
お
り
、
大
瑞
と
し
て
重
視
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

祥
瑞
の
出
現
・
献
上
に
際
し
て
は
、
褒
賞
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
の

面
で
も
慶
雲
は
特
別
な
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

正
史
に
よ
る
記
載
様
式
の
相
違
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

表
二
に
よ
れ
ば
、
慶
雲
は
自
亀
な
ど
と
と
も
に
、
褒
賞
の
記
述
を
と

も
な
う
例
が
多
く
、
木
連
理
な
ど
と
は
明
確
に
相
違
し
て
い
る
。
全

体
と
し
て
八
世
紀
に
褒
賞
の
記
載
が
多
い
が
、
九
世
紀
に
は
い
る
と
、

祥
瑞
に
と
も
な
う
改
元
(
斉
衡
・
天
安
)
　
に
際
し
て
の
褒
賞
だ
け
で
な

、
q
・
、

く
、
文
徳
天
皇
の
即
位
に
と
も
な
う
嘉
祥
三
年
九
月
の
詔
に
よ
る
褒

(
1
0
)

賞
や
、
陽
成
天
皇
の
即
位
に
と
も
な
う
元
慶
元
年
四
月
の
詔
に
よ
る

も
の
な
ど
、
祥
瑞
の
出
現
の
み
を
契
機
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
国

家
的
慶
賀
に
付
随
し
て
祥
瑞
関
係
の
褒
賞
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
褒
賞
の
傾
向
の
な
か
で
、
前
述
の
承
和
元
年
の
褒
賞

は
、
天
長
十
年
二
月
の
仁
明
天
皇
即
位
に
と
も
な
う
祥
瑞
関
係
褒
賞

の
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
文
徳
・
陽
成
両
天
皇
の
場
合
は
、

即
位
後
半
年
以
内
に
実
施
さ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
、
承
和
の
場
合

は
仁
明
天
皇
即
位
後
一
年
以
上
を
過
ぎ
て
お
り
、
両
者
を
同
一
視
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
承
和
の
事
例
に
比
較
し
う
る
の

は
、
天
長
三
年
の
お
な
じ
慶
雲
の
顕
現
に
と
も
な
う
褒
賞
の
事
例
と

考
え
ら
れ
る
。

『
類
朱
国
竺
巻
一
六
五
、
天
長
三
年
十
二
月
己
末
条
の
公
卿
上
表

に
よ
れ
ば
、
同
年
七
月
十
六
日
に
平
安
京
豊
楽
殿
の
西
に
五
色
雲
が

顕
れ
、
そ
の
後
、
紀
伊
国
か
ら
八
月
二
十
八
日
に
海
部
郡
賀
多
村
伴

島
の
上
に
、
ま
た
大
事
府
か
ら
去
七
月
七
日
に
筑
前
国
那
賀
郡
の
上

に
そ
れ
ぞ
れ
慶
雲
が
顕
現
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
慶
雲
を
う
け
て
、
公
卿
た
ち
は
、
慶
雲
は
太
平
の
応
、
政
和
平
の

徹
し
と
し
て
慶
賀
上
表
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
淳
和

天
皇
は
「
自
顧
庸
虚
。
何
之
慶
賀
。
朕
尚
不
敢
当
之
」
と
し
て
慶
賀

を
い
れ
な
か
っ
た
が
、
翌
々
日
に
は
、
再
度
の
上
表
が
あ
り
、
淳
和

へ
〓
」

天
皇
も
こ
れ
を
い
れ
て
天
下
に
大
赦
し
、
褒
賞
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
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表
2　

時
期

別
祥

瑞
一

覧

文　　
元　　

元　　
聖　　

孝　　
称　　

光　　
桓　　

平　　
嵯　　

淳　　
仁　　

文　　
清　　

陽　　　
光

武　　
明　　

正　　
武　　

謙　　
徳　　

仁　　
武　　

城　　
峨　　

和　　
明　　

徳　　
和　　

成　　　
孝

朝　　
朝　　

朝　　
朝　　

朗　　
朝　　

朝　　
朝

.　
朝　　

朝　　
朝　

.朝　　
朝　　

朝　　
朝　　　

朝

成　　　
文

2
(2

)　　　　
1
(1

)

白
鳥

・
赤

烏
4
(1)　　　　　

2　　　
3　　　

2　　
2
(2

)　
3　　

2
(1)　

2
(1)　

1　　　　　　
2　　　　　　　　　　

1

慶　
.
雲

1
(1)　

2
(2

)　　　　　　　　　　　　
4
(3

)　
2
(1)　

2　　　　　　　
2　　

4
(3

)　
7
(2)　

2　　　
9　　　

2

木　
連　

理
1　　

2　　　　　　
4　　　　　　　　　　　

2　　　
2　　　　　　

1　　
1　　　　　

5
(1)　

7　
13(1)　　

8

白
亀

・
霊

亀
2　　

1
(1)

1
(1)　

2
(2
)　

2　　
3
(1

)　
3
(3)　　　　　　　　　　　　　　　　

1
(1)　

3
(3)　

2　　
1　　　

2

白　　　
魔

2　　　　　　　　　　　　　　　　　
2
(2

)　　　　　
2
(1)　　　　　　　　　　　　　　　

1
(1)　

2　　
2
(1)

嘉　　　
禾

2　　　
2　　　　　　　

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1　　　　　　　　　　　

1　　　
4　　　

1

日
雀

・
赤

雀
2　　　　　　

1
(1)　

2
(1

)
1
1(5)　　　　

1
(1

)　　　　　　　　　　　　
1　　

1　　
1

自　　　
鳩

2
(2)　

1　　
1　　　　　　　　　　

1

自　　　
推

2
(1)　　　　

1　　　　　　
2
(2

)　
2　　　

3　　　　　　
1　　

1　　　　　　
1　　

1　
1
(1)

白　　　
鼠

1　　　　　　　
1　　　

2　　　
1　　

1　　　　　　　　　　　　　　　　
1

.

自　　　
鵜

2　　　　　　　　　　
2　　　　　　　　　　　　　　

1
(1)　

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1　　

1

蓮
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1

甘　　　
露

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
13

(1)

白
狐

・
玄

狐
2　　　

1　　
1　　　　　　　　　　　　　　　　

1

神　　　
馬

3
(3「　　　　　　　　

3
(2)　　　　

1
(1)

芝　　　
草

1　　　
1　　

1

そ　
の　

他
呂

票
醜

1
)　　　　　　　　　　

醒
泉

(1)
喜

喜
。2

,



天
長
三
年
に
お
け
る
上
表
・
褒
賞
の
経
緯
に
た
い
し
、
承
和
元
年

の
場
合
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
正
月
十
六
日
大
宰
府
か
ら
の
報
告

を
う
け
て
の
慶
賀
の
上
表
に
、
天
皇
は
「
賀
瑞
之
言
。
閉
而
不
聴
」

と
応
詔
し
て
い
る
。
そ
の
後
四
月
に
も
公
卿
た
ち
は
再
度
上
表
を
行

(
1
2
)

っ
た
が
、
こ
の
際
も
十
月
己
卯
の
詔
に
「
前
距
公
卿
之
奏
。
寝
慶
賀

之
言
。
」
と
み
え
て
い
る
。
こ
の
上
表
1
辞
退
1
再
上
表
の
過
程
は
天

長
三
年
の
場
合
と
全
く
同
様
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
承
和
元

年
の
場
合
は
再
度
の
固
辞
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
ど

こ
に
も
と
め
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

二
つ
の
事
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
政
治
・
経
済
状
況
、
さ
ら

に
は
心
理
的
側
面
ま
で
絡
ん
で
く
る
の
で
容
易
に
は
比
較
し
が
た
い

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
天
長
三
年
に
は
紀
伊
・
筑
前
・
平
安
京
と

慶
雲
が
連
続
し
た
の
に
た
い
し
、
承
和
元
年
に
は
筑
前
か
ら
し
か
報

告
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
象
面
に
、
あ
え
て
注
目
し
た
い
。

慶
雲
の
事
例
を
検
証
し
て
み
る
と
、
称
徳
朝
の
神
護
景
雲
元
年
六

(
1
3
)

月
か
ら
八
月
の
平
城
京
東
南
方
・
伊
勢
二
二
河
、
延
暦
二
十
年
六
月
、

(

1

4

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

1

5

)

七
月
の
備
中
二
二
河
、
仁
寿
二
年
二
月
か
ら
五
月
の
播
磨
・
大
和
、

(
1
6
)

貞
観
十
三
年
十
一
月
か
ら
十
五
年
二
片
の
飛
騨
な
ど
重
複
す
る
事
例

が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
事
例
や
天
長
・
承
和
の
場
合
を
あ
わ
せ
考
え

る
と
、
当
時
の
為
政
者
は
、
慶
雲
の
重
複
こ
そ
真
の
休
徴
に
ふ
さ
わ

し
い
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
承
和
元

年
に
続
く
承
和
六
年
の
慶
賀
上
表
で
は
、
前
年
十
一
月
の
三
河
と
こ

U舶爪

の
年
六
月
の
越
中
で
の
慶
雲
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
間
十
月
に

(
1
8
)

は
越
前
か
ら
も
報
告
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

承
和
元
年
の
場
合
は
、
お
そ
ら
く
慶
雲
の
報
告
が
筑
前
国
の
み
で

あ
っ
た
た
め
、
再
度
の
辞
退
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
筑
前

国
に
続
く
慶
雲
こ
そ
、
休
徴
を
真
の
休
徽
た
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
、

待
望
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
佐
渡
国

か
ら
慶
雲
が
報
告
さ
れ
る
や
い
な
や
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
こ
の
休
徴
を

こ
と
は
ぐ
詔
が
だ
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ち
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、

佐
渡
国
の
慶
雲
は
、
待
望
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
顕
現
し
た
も
の
と

い
え
よ
う
。

嵯
峨
・
淳
和
上
皇
、
仁
明
天
皇
と
い
う
異
例
の
並
立
の
な
か
で
、

王
権
の
調
和
を
強
調
す
る
た
め
に
、
筑
前
国
に
つ
づ
く
慶
雲
が
希
求

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
　
天
長
末
期
か
ら
永
和
初
期
の
佐
渡
国

前
節
で
は
、
佐
渡
国
に
お
け
る
慶
雲
が
、
待
望
さ
れ
る
状
況
の
な

か
で
顕
現
し
た
こ
と
を
考
察
し
た
が
、
当
時
の
佐
渡
国
は
ど
の
よ
う

な
状
況
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討

し
て
お
き
た
い
。

た
び
重
な
る
節
会
・
饗
宴
と
各
種
儀
礼
の
整
備
が
進
展
し
、
そ
こ

で
詠
ま
れ
た
詩
文
な
ど
の
存
在
も
あ
っ
て
、
平
安
初
期
は
一
見
華
や

か
な
印
象
を
人
々
に
与
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
社
会
の
基
盤
た
る

祥瑞出現と国司行政(西別府)



地
域
社
会
は
、
あ
い
つ
ぐ
不
作
・
飢
饉
・
疫
病
な
ど
に
よ
っ
て
疲
弊

の
な
か
に
陥
っ
て
い
た
。
本
稿
の
対
象
で
あ
る
天
長
末
年
か
ら
承
和

初
年
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
す
で
に
天
長
七
年
に
は
、
大
宰
管
内

お
よ
び
陸
奥
出
羽
等
の
国
々
で
は
疫
病
が
流
行
し
て
天
死
す
る
者
が

多
く
、
朝
廷
は
五
畿
内
七
道
諸
国
に
た
い
し
、
精
進
僧
廿
名
以
上
を

選
び
各
国
分
寺
に
お
い
て
三
箇
日
の
金
剛
般
若
経
の
転
読
を
命
じ
、

(
1
9
)

以
て
不
祥
を
除
か
ん
と
し
て
い
る
。
ま
た
天
長
八
年
に
は
秋
稼
実
ら

ず
、
翌
年
に
は
諸
国
の
飢
饉
が
報
告
さ
れ
、
疫
早
あ
い
ま
っ
て
天
折

す
る
者
が
多
く
、
天
長
九
年
五
月
に
も
五
歳
内
七
道
諸
国
に
大
般
若

(
2
0
)

金
剛
般
若
経
の
転
読
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
天
長
十
年
五
月

に
も
、
前
年
の
不
作
な
ど
に
よ
っ
て
五
畿
内
七
道
諸
国
の
飢
饉
が
ひ

(
2
1
)

ど
く
、
飢
民
へ
の
販
給
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
慢
性
的
不
作
と
飢
疫
は
、
.
承
和
期
に
は
い
っ
て
も
鎮

静
す
る
こ
と
せ
く
、
承
和
元
年
に
は
疫
病
し
き
り
に
発
り
、
疾
苦
し

だ
い
に
多
く
な
っ
た
の
で
、
大
気
を
援
う
た
め
京
城
諸
寺
に
大
般
若

(
2
2
)

経
一
部
と
金
剛
般
若
経
十
万
巻
を
転
読
さ
せ
て
い
る
。
つ
い
で
承
和

二
年
に
も
諸
国
に
疫
病
が
流
行
し
、
病
苦
の
者
が
衆
い
の
で
祈
醇
を(

2
3
)

も
っ
て
疫
病
を
治
す
た
め
十
五
大
寺
に
大
般
若
経
の
転
読
を
命
㌣
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
い
つ
ぐ
不
作
・
飢
饉
の
な
か
で
、
農
相
の
疲

弊
は
激
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
農
村
の
疲
弊
は
、
一
方
で
農

民
間
の
貧
富
の
差
を
拡
大
し
、
い
わ
ゆ
る
富
豪
層
の
台
頭
を
も
た
ら

し
た
。
朝
廷
・
国
司
も
ま
た
、
地
域
に
お
け
る
現
実
的
な
租
税
負
担

層
で
あ
る
彼
ら
富
豪
屑
を
地
方
行
政
機
構
の
中
に
組
織
化
し
、
ま
た

彼
ら
の
蓄
え
る
穀
稲
を
借
貸
す
る
な
ど
の
政
策
を
実
施
す
る
よ
う
に

(
2
4
)

な
っ
て
い
っ
た
。

佐
渡
国
も
、
以
上
の
よ
う
な
全
国
的
状
況
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
八
月
甲
戊
条
の
佐
渡
国

司
の
言
上
に
は
「
去
歳
風
雨
為
災
。
年
穀
不
登
。
今
菟
飢
疫
相
仇
。

死
亡
者
多
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
隣
国
越
後
国
は
、
天
長
十
年
に
「
去

年
疫
病
芳
発
。
花
耕
失
時
。
寒
気
早
侵
。
秋
稼
不
稔
。
今
茹
飢
疫
相

仇
。
死
亡
者
衆
。
凶
年
之
弊
。
錐
脹
猶
乏
。
望
請
被
許
擢
躍
。
資
此

(
2
5
)

窮
民
。
」
と
の
申
請
を
行
い
、
裁
可
を
え
て
い
る
。
擢
擢
の
財
源
が
国

街
正
倉
に
備
蓄
の
稲
穀
か
、
富
豪
か
ら
借
貸
し
た
稲
穀
か
は
不
明
で

あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
編
戸
に
も
と
づ
く
支
配
体
制
の
衰
退
を
推

察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
承
和
元
年
の
越
後
国
や
加
賀
国
で
は
飢
饉

(
2
6
)

や
疫
病
に
よ
る
賑
給
が
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
期
の
北
陸

地
方
は
恒
常
的
な
飢
饉
・
疫
病
に
み
ま
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た

だ
し
天
長
十
年
七
月
に
は
越
後
国
蒲
原
郡
の
伊
夜
比
古
神
が
「
彼
郡

毎
有
早
疫
。
致
雨
救
レ
病
」
霊
験
が
あ
る
と
し
て
名
神
に
列
せ
ら
れ
て

(
2
7
)

い
る
が
、
こ
れ
は
不
作
・
飢
饉
が
均
等
に
班
田
農
民
の
疲
弊
を
も
た

ら
す
も
の
で
な
い
こ
と
の
事
例
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
地
域
社
会
と
近
田
農
民
の
疲
弊
の
な
か
、
佐
渡
国
か

ら
地
方
行
政
機
構
の
改
編
が
申
請
さ
れ
た
。
『
続
日
本
後
紀
」
承
和
元

年
十
一
月
己
巳
条
は
、
国
司
の
言
上
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。



国
例
。
毎
郡
々
司
一
人
。
専
当
貴
既
。
冬
中
勘
借
。
夏
月
上
道
。

而
或
遭
風
波
。
留
連
海
上
。
或
供
相
撲
節
。
不
得
早
帰
。
此
際

無
人
充
用
。
郡
政
擁
滞
。
請
正
月
外
毎
郡
置
権
任
月
。
支
配
雑

務
。

(
2
8
)

神
色
元
年
に
還
流
の
国
と
定
め
ら
れ
た
佐
渡
国
は
、
『
延
喜
刑
部
省

式
』
に
よ
れ
ば
、
京
よ
り
一
三
二
五
里
の
路
程
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
『
令
集
解
』
斌
投
合
調
庸
条
古
記
所
引
の
民
部
省
式
で
も
遠
国

と
さ
れ
て
お
り
、
調
庸
貢
納
の
期
限
は
賦
役
合
調
庸
条
の
規
定
か
ら

十
二
月
升
目
で
あ
っ
た
。
し
か
し
『
延
喜
民
部
省
式
』
京
阪
条
に
は

「
凡
諸
国
貢
調
庸
者
。
越
後
。
佐
渡
。
隠
岐
三
国
。
並
限
明
年
七
月
。

長
門
国
限
四
月
。
伊
像
回
限
二
月
。
但
宇
和
。
喜
多
両
郡
限
三
月
。

土
佐
国
限
二
月
納
誌
」
と
あ
り
、
七
月
が
貢
限
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
。

『
延
喜
式
』
貴
限
条
が
、
ど
こ
ま
で
遡
及
で
き
る
か
不
明
で
あ
る
が
、

仁
和
三
年
の
長
門
国
司
の
言
上
に
「
民
部
省
式
日
。
凡
哀
調
庸
者
。

長
門
国
限
明
年
四
月
。
伊
像
国
限
二
月
。
但
宇
和
喜
多
両
郡
限
三
月
。

(
2
9
)

越
後
。
佐
渡
。
隠
岐
限
七
月
。
自
余
如
合
着
。
」
と
み
え
る
の
で
、
貞

観
式
に
同
様
の
規
定
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

貞
観
式
以
前
に
関
し
て
は
、
明
確
な
史
料
は
な
い
が
、
次
の
史
料

が
注
目
さ
れ
る
。

主
計
寮
解
偶
。
貢
調
之
期
。
越
前
国
元
十
一
月
為
期
。
依
承
和

三
年
十
一
月
廿
三
日
符
。
明
年
二
月
為
期
。
越
中
国
元
十
一
月

為
期
。
依
天
長
八
年
十
月
十
五
日
符
。
明
年
二
月
為
期
。
能
登

国
元
十
一
月
為
期
。
依
天
長
十
年
十
月
十
六
日
符
。
明
年
二
月

為
期
。
讃
岐
国
元
十
一
月
為
期
。
依
天
長
七
年
十
一
月
十
七
日

符
。
明
年
二
月
為
期
。
長
門
国
元
正
月
為
期
。
依
天
長
四
年
二

月
十
二
日
符
。
四
月
為
期
。
件
五
ヶ
国
不
接
令
候
。
申
改
常
期
。

(
3
0
)

逸
致
延
堕
。
既
解
団
用
。
望
請
。
復
旧
定
限
。
依
期
令
貢
者
。

こ
の
主
計
寮
解
は
、
国
毎
に
改
め
ら
れ
て
き
た
頁
限
を
令
条
の
規

定
に
も
ど
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
合
条
に
復
帰
す

る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
長
門
国
の
貴
隈
の
改
定

が
天
長
四
年
と
あ
る
か
ら
、
貞
観
民
部
省
式
の
規
定
を
弘
仁
式
に
ま

で
糊
ら
せ
る
こ
と
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
長
門
以
外

の
佐
渡
・
越
後
・
隠
岐
三
国
だ
け
が
、
先
に
規
定
さ
れ
た
可
能
性
も

な
い
訳
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
が
同
じ
遠
国
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
や
越
中
国
の
改
定
が
天
長
八
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
佐
渡
国

が
貢
納
の
た
め
に
「
夏
月
に
上
道
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
天

(
3
1
)

長
期
の
後
半
以
後
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
京
阪
の
改
定
こ
そ
が
、
承
和
元
年
の
佐
渡

国
司
の
言
上
の
ご
と
く
、
頁
航
専
当
郡
司
の
帰
国
を
遅
延
さ
せ
、
郡

政
を
擁
滞
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
帰
国
遅
延
の
要
因
と

し
て
佐
渡
国
司
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
風
波
に
遭
っ
て
海
上
に
留
達

す
る
こ
と
と
、
相
撲
節
へ
の
参
加
の
た
め
在
京
を
強
要
さ
れ
る
こ
と

の
二
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
前
者
は
離
島
ゆ
え
の
問
題
で
あ
り
、
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(
3
2
)

こ
の
時
期
特
有
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
夏
月
に
上

道
」
し
た
結
果
、
相
撲
人
と
し
て
拘
束
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
こ
の
混

乱
の
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

相
撲
節
は
七
月
に
実
施
さ
れ
る
が
、
こ
の
節
会
で
相
撲
を
と
る
相

撲
人
と
し
て
、
諸
国
の
督
力
・
剛
腕
の
者
が
貢
進
さ
れ
た
こ
と
は
周

知
の
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
神
亀
五
年
に
は
「
諸
国
郡
司
等
。
部
下

有
騎
射
相
撲
及
哲
力
者
。
轍
給
王
公
卿
相
之
宅
。
有
詔
捜
索
。
無
人

可
進
」
と
い
う
事
態
が
進
展
し
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
、
今
後
は
騎

射
相
撲
及
び
督
力
の
者
に
つ
い
て
は
「
国
郡
預
知
。
存
意
簡
点
」
し

(
3
3
)

「
臨
勅
至
日
。
即
時
貴
進
」
せ
よ
と
い
う
勅
が
だ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

被
責
進
者
の
う
ち
か
ら
、
相
撲
人
を
選
出
す
る
抜
出
司
も
、
養
老
三

(
3
4
)

年
に
は
そ
の
設
置
が
知
ら
れ
、
諸
国
が
早
疫
に
苦
し
む
時
は
相
撲
人

(
3
5
)

の
頁
進
や
相
撲
節
が
停
止
さ
れ
た
。

相
撲
人
の
貢
進
に
つ
い
て
は
、
大
同
期
に
一
時
的
な
混
乱
は
み
ら

(
3
6
)

れ
る
が
、
基
本
的
に
は
諸
国
責
進
の
方
策
が
と
ら
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
諸
国
貴
進
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
相
撲
人
は
左
右
近
衛
・

兵
衛
府
の
近
衛
・
兵
衛
と
し
て
宿
衛
を
要
求
さ
れ
る
が
、
弘
仁
十
二

年
に
は
「
今
前
件
等
人
任
意
去
来
。
既
関
節
事
、
兼
怠
宿
衛
」
と
い

う
事
態
が
生
じ
た
た
め
、
近
衛
・
兵
衛
府
の
移
を
受
納
・
携
帯
す
る

こ
と
な
く
本
郷
に
帰
っ
た
も
の
は
国
郡
の
雑
務
に
差
科
す
る
官
符
が

(
3
7
)

だ
さ
れ
て
い
る
。

近
衛
・
兵
衛
な
ど
を
経
て
、
郡
司
に
任
用
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
の
存

(
3
8
)

在
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
平
安
初
期
に
は
、
相
撲
人
・
兵

衛
・
郡
司
な
ど
が
リ
ン
ク
す
る
任
用
シ
ス
テ
ム
を
基
幹
と
す
る
都
都

間
交
通
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な

体
系
は
、
弘
仁
十
二
年
官
符
に
み
え
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
中
央
の

需
要
を
み
た
す
完
全
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
弘
仁
年
間
に
は
相
撲

人
の
真
上
期
限
を
守
ら
せ
よ
う
と
す
る
官
符
が
再
三
発
布
さ
れ
、
不

(
3
9
)

貢
の
際
は
国
司
の
公
廟
を
奪
う
処
分
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た

天
長
十
年
に
は
、
武
力
の
簡
練
の
た
め
、
佐
渡
な
ど
北
陸
・
関
東
の

(
4
0
)

諸
国
に
督
力
者
を
捜
し
求
め
て
頁
進
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
、
近
衛
府
・
兵
衛
府
は
、
綱
領
な
ど
と
し

て
上
京
す
る
郡
司
な
ど
を
相
撲
人
と
し
て
確
保
す
る
方
策
を
と
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
承
和
初
期
に
は
、
佐
渡
の
綱
領
郡
司
が
相
撲
人
と
し

て
拘
束
さ
れ
る
可
能
性
は
常
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
く
に

佐
渡
郡
司
た
ち
が
貢
鼠
の
た
め
に
夏
に
出
発
す
る
こ
と
は
、
相
撲
人

の
確
保
時
期
と
も
一
致
し
て
い
た
の
で
、
相
撲
節
の
た
め
帰
郷
が
遅

(
4
1
)

延
す
る
と
い
う
訴
え
は
切
実
な
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

相
撲
会
へ
の
拘
束
な
ど
に
よ
る
郡
司
の
不
在
が
、
地
方
行
政
道
営

の
面
で
は
政
務
の
停
滞
と
混
乱
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
政
務
の

停
滞
に
つ
い
て
は
佐
渡
国
司
の
奏
言
か
ら
推
察
す
る
の
み
で
あ
る

が
、
そ
の
対
策
と
し
て
佐
渡
国
司
が
正
月
以
外
の
権
任
郡
司
の
任
用

を
申
請
し
認
可
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
平
安
初
期
は
、
別
稿



で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
郡
司
任
用
制
度
の
改
編
期
に
あ
た
っ
て
お
り
、

国
司
に
よ
る
郡
司
任
用
権
限
の
拡
大
、
さ
ら
に
は
擬
任
郡
司
制
度
の

導
入
に
よ
る
複
数
郡
司
制
度
の
導
入
が
す
す
め
ら
れ
た
時
期
で
あ

る
。
し
か
も
こ
の
郡
司
の
複
数
化
は
、
一
面
で
新
旧
の
郡
司
・
富
豪

屑
の
要
求
を
充
足
さ
せ
る
一
方
、
国
司
の
部
内
支
配
の
強
化
を
志
向

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
佐
渡
国
司
に
よ
る
権
任
郡
司
の
採
用
も
、
こ

の
よ
う
な
歴
史
的
展
開
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
佐

渡
国
で
も
国
司
の
権
限
拡
大
に
よ
っ
て
、
国
司
と
郡
司
屑
と
の
間
に

新
た
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
両
者
の
間
に

ど
の
よ
う
な
関
係
・
矛
盾
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節

で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

三
　
佐
渡
国
司
苛
政
上
訴
事
件
に
つ
い
て

国
司
の
権
限
強
化
な
い
し
は
行
政
主
導
権
の
確
立
が
、
地
域
の
実

質
的
支
配
権
を
有
す
る
郡
司
と
の
間
に
確
執
を
生
じ
さ
せ
る
要
因
と

な
る
こ
と
は
、
容
易
に
推
察
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
対
立
の
一
つ
の
表
現
が
、
い
わ
ゆ
る
国
司
苛
政
上
訴
(
愁
状
)
で
あ

る
。
平
安
初
期
の
国
司
苛
政
上
訴
に
つ
い
て
は
、
良
更
に
よ
る
儒
教

的
徳
治
主
義
に
も
と
づ
く
律
令
理
念
の
一
般
百
姓
へ
の
浸
透
か
ら
上

(
4
2
)

訴
増
加
を
説
明
す
る
指
摘
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
上
訴
が
九
世
紀
以
後

に
特
徴
的
に
頻
発
す
る
政
治
的
背
景
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
九
世
紀
の
上
訴
を
考
え
る
具
体
例
と
い
え
る
事
件
が
、
承
和

元
年
の
佐
渡
国
に
お
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
を
『
政
事

要
略
』
巻
八
四
は
次
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。

佐
渡
国
三
郡
侶
姓
等
謹
解
　
　
申
請
官
裁
息
状
事

合
若
干
条

一
守
嗣
根
為
求
余
利
、
捨
旧
館
、
而
更
造
新
館
之
状

右
云
云
、
仇
謹
話
官
裁

へ

一
守
嗣
根
独
食
海
浜
山
沢
之
利
之
状

右
云
云
、
仇
謹
請
官
裁

以
前
云
云
、
謹
話
官
裁
、
謹
解

承
和
元
年
十
一
月
五
日

佐
渡
国
の
郡
司
百
姓
に
訴
え
ら
れ
た
守
嗣
根
に
つ
い
て
は
、
他
の

史
料
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
佐
渡
国
は
、
天
平
宝
字
五
年

(
4
3
)

の
従
五
位
下
完
人
和
麻
呂
の
例
も
あ
る
が
、
天
平
勝
宝
四
年
の
越
後

(
4
4
)

国
か
ら
分
置
の
際
に
は
下
国
の
官
制
で
あ
り
、
大
同
四
年
の
操
一
月

(
4
5
)

の
新
置
に
よ
っ
て
中
国
の
格
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
国

守
は
正
六
位
下
の
相
当
官
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
嗣

根
は
五
位
に
達
せ
ず
没
し
た
人
物
か
と
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
上
訴
の

結
果
は
不
明
で
あ
る
が
、
嗣
根
に
有
利
な
結
論
と
は
な
ら
な
か
っ
た

(
4
6
)

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
佐
渡
三
郡
司
ら
の
解
状
に
、
い
わ
ゆ
る
事
実
書
が
な

い
の
は
、
嗣
根
の
行
為
が
『
政
事
要
略
』
編
纂
時
に
意
味
の
な
い
も

の
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
古
代
に
お
け
る
一
般
的
事
例
で
あ
り
、

祥瑞出現と国司行政(西別府)



事
書
の
み
で
そ
の
具
体
的
行
為
と
そ
の
法
的
意
味
が
明
確
で
あ
っ
た

た
め
に
省
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
嗣
根
に
よ
る
行

為
が
、
平
安
初
期
的
な
も
の
で
、
し
か
も
多
発
し
た
行
為
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
嗣
根
の
行
為
を
前
述
の
権
任
郡

司
制
の
導
入
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
検
討
し
、
当
時
の
佐
渡
国
に
お
け

る
国
司
・
郡
司
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

嗣
根
を
訴
え
た
三
郡
々
司
は
、
羽
茂
・
雑
太
・
賀
茂
(
賀
母
)
三
郡

の
郡
司
で
あ
る
。
道
円
本
『
和
名
類
朱
抄
』
に
よ
れ
ば
、
羽
茂
郡
は
、

越
太
・
大
目
・
駄
大
・
菅
生
・
八
桑
・
松
前
・
星
越
・
高
家
・
水
湊

の
九
郷
で
あ
り
、
雑
太
郡
は
、
岡
・
石
田
・
与
知
・
高
家
・
八
多
・

竹
田
・
小
野
・
推
田
の
八
郷
、
賀
茂
郡
は
、
升
某
(
殖
栗
)
・
賀
茂
・

(
4
7
)

動
知
(
勲
知
)
・
大
野
・
佐
為
の
五
郷
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

(
4
8
)

羽
茂
郡
は
、
佐
渡
南
東
部
に
比
定
さ
れ
、
郡
街
は
羽
茂
町
の
羽
茂

し

本
郷
の
菅
生
天
神
付
近
に
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
周
辺
に
は
、
か

つ
て
条
里
地
割
り
が
展
開
し
て
い
た
と
い
わ
れ
、
菅
生
・
星
越
・
高

家
・
水
湊
の
四
郷
も
こ
の
付
近
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

雑
太
郡
は
、
国
仲
平
野
の
西
南
部
か
ら
大
佐
渡
の
西
部
地
域
に
比

定
さ
れ
る
。
郡
街
は
、
真
野
町
四
日
町
に
想
定
さ
れ
、
付
近
に
石
田
・

竹
田
・
八
多
・
雑
太
二
尚
家
・
岡
の
諸
郷
が
比
定
さ
れ
る
。
こ
の
郡

(
4
9
)

の
竹
田
・
中
沢
田
な
い
し
は
四
日
町
に
國
街
も
推
定
さ
れ
、
国
分
寺

も
存
在
す
る
の
で
、
佐
渡
国
の
政
治
的
中
心
で
あ
っ
た
。
国
府
川
・

小
倉
川
・
藤
津
川
の
合
流
部
で
あ
る
真
野
町
金
丸
付
近
に
は
古
代
の

潟
湖
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
縁
辺
部
に
あ
た
る
国
仲
平
野
の
北
辺
地
域

(
5
0
)

や
竹
田
地
域
に
は
条
里
地
割
り
が
存
在
し
て
い
た
。

賀
茂
郡
は
、
佐
渡
の
東
半
分
に
比
定
さ
れ
る
。
賀
茂
郡
街
は
、
賀

茂
湖
の
西
方
部
に
鎮
座
し
式
内
社
と
さ
れ
る
熱
串
彦
神
社
の
周
辺
に

推
定
さ
れ
て
い
る
。
郡
街
付
近
に
賀
茂
郷
、
賀
茂
糊
の
東
部
か
ら
南

部
に
勲
知
郷
が
比
定
さ
れ
、
大
野
・
殖
栗
・
佐
為
な
ど
が
国
仲
平
野

中
央
部
の
壮
大
郡
界
付
近
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
賀
茂
湖
に
注
ぐ
長

江
川
・
貝
喰
川
な
ど
の
扇
状
地
上
に
は
条
里
地
割
り
が
存
在
し
て
い

た
と
い
・
ノ
。

こ
の
よ
う
に
、
三
郡
は
、
海
上
交
通
に
規
定
さ
れ
て
発
達
し
た
国

(
5
1
)

仲
平
野
の
東
西
の
潟
湖
の
周
辺
部
や
、
越
後
に
画
し
た
羽
茂
川
流
域

を
そ
れ
ぞ
れ
の
中
心
と
し
た
政
治
的
社
会
的
地
域
を
も
と
に
建
郡
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
養
老
五
年
の
雑
太
郡
か
ら
の
賀
母
(
茂
)
・
羽

(
5
2
)

茂
郡
の
分
立
は
、
こ
の
よ
う
な
統
合
さ
れ
た
地
域
を
基
盤
に
民
衆
掌

握
を
す
す
め
、
各
地
域
の
有
力
者
を
郡
司
な
ど
支
配
機
構
に
編
成
す

る
方
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
道
円
本
『
和
名
類
衆
抄
』
は
佐
渡
三
郡
で
二
十
二
郷
を
あ

(
5
3
)

げ
る
が
、
『
律
書
残
篇
』
　
に
は
佐
渡
の
郷
数
は
十
三
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
に
お
け
る
人
口
増
加
と
編
戸

の
進
展
が
推
察
さ
れ
、
さ
ら
に
社
会
的
な
生
産
力
の
増
大
が
う
か
が

わ
れ
る
。
佐
渡
に
お
け
る
条
里
地
割
り
は
、
八
世
紀
中
期
以
降
の
施

(
5
4
)

行
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
条
里
地
域
内
で
の
農
業
生
産
力
の
上
昇

10



こ
そ
、
佐
渡
社
会
の
発
展
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
な
社
会
の
変
化
の
な
か
で
、
郡
司
に
任
用
し
う
る
屑
も
拡
大
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
拡
大
を
新
興
有
力
層
の
登
場
と
す
る
か
、
旧

郡
司
層
の
氏
族
的
解
体
と
考
え
る
か
は
判
断
し
が
た
い
が
、
い
ず
れ

に
し
ろ
国
司
の
郡
司
任
用
の
選
択
枠
が
拡
大
し
た
こ
と
は
否
め
な
い

で
あ
ろ
う
。

国
司
に
と
っ
て
の
選
択
枠
の
拡
大
は
、
地
域
に
お
け
る
分
裂
を
惹

起
せ
し
め
る
要
因
と
も
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
権
任
郡
司

の
任
用
が
、
地
域
権
力
の
二
重
構
造
を
助
長
さ
せ
、
既
存
の
秩
序
に

大
き
な
混
乱
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
十
分
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
そ
れ
は
正
月
郡
司
の
特
権
を
侵
害
し
、
現
任
郡
司
の
不
満
を
た

か
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
郡
司
と
国
司
の
乱
按

を
前
提
と
し
て
、
佐
渡
三
郡
々
司
ら
の
解
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

先
述
し
た
ご
と
く
、
問
題
の
郡
司
ら
の
解
に
は
事
実
書
が
な
い
の

で
、
守
嗣
根
の
行
状
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

こ
で
、
郡
司
た
ち
が
難
じ
た
固
守
の
二
つ
の
行
為
を
、
当
時
の
類
例

か
ら
考
察
し
て
お
き
た
い
。

国
司
に
よ
る
国
司
館
の
造
替
に
つ
い
て
は
、
既
に
天
平
十
年
に
禁

令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
造
香
の
原
因
は
「
有
一
人
病
死
。
諒
悪
不
肯

居
住
」
と
か
「
妄
称
柴
答
避
遷
無
定
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
病
・

死
を
忌
避
し
死
蔵
∴
票
り
を
恐
慣
す
る
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い

(
5
5
)

し
て
朝
廷
は
、
朝
集
優
に
よ
る
官
舎
修
理
の
事
前
報
告
や
、
官
舎
帳

(
5
6
)

で
の
国
司
館
の
状
況
報
告
な
ど
を
義
務
付
け
て
い
る
が
効
果
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
司
の
新
館
追
啓
の
た
め
の
民
衆

の
労
働
力
徴
発
が
、
郡
司
の
労
働
力
差
配
と
衝
突
す
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
か
ろ
う
。
飢
饉
・
疫
病
の
な
か
、
地
方
政
治
の
実
務
の
面

で
郡
司
等
有
力
者
へ
の
依
存
が
強
ま
る
一
方
で
、
国
司
に
よ
る
労
働

力
徴
発
が
、
郡
司
に
は
黙
認
L
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

海
浜
山
沢
の
利
の
独
占
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
状
況
が
考
え

ら
れ
る
。
別
稿
に
述
べ
た
ご
と
く
、
山
川
薮
沢
の
独
占
は
土
地
開
墾

政
策
と
密
接
な
関
連
が
あ
り
、
延
暦
・
大
同
期
に
は
相
次
い
で
禁
令

が
だ
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
で
弘
仁
期
以
降
に
は
、
国
司
に
よ
る
占
有

認
可
権
の
拡
大
に
よ
っ
て
そ
の
占
有
を
制
限
す
る
方
策
が
と
ら
れ
て

(
5
7
)

い
た
。
ま
た
国
司
に
よ
る
山
川
薮
沢
の
占
有
も
再
三
禁
止
さ
れ
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
嗣
根
の
行
為
は
、
貴
族
・
国
司
な
ど
に
よ
る
違
法

な
山
川
薮
沢
の
占
有
が
沈
静
し
な
か
っ
た
こ
と
の
一
例
と
言
え
よ

う
。
開
墾
予
定
地
と
し
て
占
有
を
許
可
さ
れ
た
山
川
薮
沢
で
あ
っ
て

も
、
未
開
の
間
は
百
姓
の
用
益
は
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
、

飢
饉
的
状
況
の
な
か
、
食
料
等
の
採
集
に
不
可
欠
の
山
川
薮
沢
の
利

益
が
国
司
に
独
占
さ
れ
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
許
し
が
た
い
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
嗣
根
の
行
動
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
問
題
に
と
ど
ま

ら
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
海
浜
の
占
有
が
同
時
に
問
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題
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
海
に
囲
ま
れ
、
建
郡
の
あ
り
か
た

も
海
上
交
通
に
規
制
さ
れ
て
い
た
佐
渡
で
は
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀

(
5
8
)

に
か
け
て
の
製
塩
遺
跡
が
数
多
く
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
大

佐
渡
の
外
海
貯
海
岸
の
北
東
部
の
ほ
か
は
、
真
野
樽
の
周
縁
部
や
、

赤
泊
か
ら
小
木
に
か
け
て
の
小
佐
渡
南
西
部
海
岸
、
さ
ら
に
両
津
湾

な
ど
、
雑
太
・
羽
茂
・
賀
茂
各
郡
の
集
住
地
域
に
対
応
し
て
存
在
し

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
製
塩
遺
跡
は
、
「
地
方
豪
族

の
掌
握
下
に
あ
っ
た
漁
・
農
業
兼
業
集
落
の
人
々
、
ま
た
は
集
落
内

(
5
9
)

の
小
規
模
な
単
位
の
兼
業
季
節
的
な
生
産
」
　
の
結
果
で
あ
る
が
、
そ

の
場
合
、
海
浜
の
利
用
と
そ
の
周
囲
の
樹
木
の
伐
採
が
自
由
に
行
わ

れ
る
こ
と
が
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
れ
ば
嗣
根
の

占
有
は
、
郡
司
ク
ラ
ス
の
有
力
者
の
利
益
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
嗣
根
ら
の
行
為
は
、
製
塩
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
も
の

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
九
世
紀
に
は
い
っ
て
も
佐
渡
の
製
塩
は
、
国

家
的
に
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
越
後
国
米
一
万

六
百
科
。
佐
渡
国
塩
一
首
廿
酔
。
毎
年
運
送
出
羽
国
雄
勝
城
。
為
鎮

(
6
0
)

兵
粒
」
と
い
う
延
暦
二
十
一
年
の
処
置
は
、
恒
常
的
な
製
塩
が
も
と

め
ら
れ
る
要
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
佐
渡
の
製

塩
は
遺
跡
の
存
在
か
ら
い
え
ば
、
八
世
紀
を
最
盛
期
に
以
後
は
衰
退

(
6
1
)

の
方
向
に
む
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
一
見
矛
盾
す
る
事
態
を
ど

の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

製
塩
と
海
浜
山
野
の
問
題
を
考
察
す
る
と
き
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
は
、
西
日
本
に
お
け
る
塩
山
の
占
定
や
塩
釜
に
よ
る
製
塩
の
実

施
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筑
前
で
は
す
で
に
八
世
紀
前
半
に
、
観
世
音

寺
に
よ
る
塩
山
の
占
取
と
塩
釜
に
よ
る
生
産
が
実
施
さ
れ
、
天
長
・

(
6
2
)

承
和
期
に
郡
司
屑
に
よ
る
生
産
も
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
天
平
年
間

(
6
3
)

の
周
防
や
長
門
で
も
、
国
街
に
塩
釜
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら

に
播
磨
で
は
東
大
寺
に
よ
る
塩
山
の
確
保
が
、
延
暦
年
間
に
行
わ

(
6
4
)

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
鉄
塩
釜
に
よ
る
製
塩
は
、
寺
院
・
官
街
な

ど
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
佐
渡
に
お
い
て
も
、

こ
の
よ
う
な
方
策
が
模
索
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
豪
族
・
民

衆
に
よ
る
土
器
製
塩
を
凌
駕
し
て
い
く
も
の
と
し
て
、
国
街
に
よ
る

塩
山
の
占
定
と
、
そ
こ
か
ら
の
民
衆
の
排
除
こ
そ
、
嗣
根
ら
の
山
沢

海
浜
の
利
を
独
占
す
る
行
為
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
嗣
根
ら
の
行
為
が
、
郡
司
層
と
対
抗
す
る
も
の
で

(
6
5
)

あ
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
坂
井
秀
弥
氏
は
、
九
世
紀
中
葉
に
は
生
産
が
開
始
さ
れ
る

小
泊
窯
の
須
恵
器
が
、
生
産
の
手
法
な
ど
か
ら
非
北
陸
系
の
要
素
を

も
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
小
泊
窯
須
恵
器
と
と
も
に
出
土
す
る
非
ロ

タ
ロ
土
師
器
も
器
形
・
調
整
技
法
か
ら
畿
内
的
要
素
が
強
い
こ
と
を

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
小
泊
窯
が
国
分
寺
瓦
を
生
産
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
の
窯
業
に
国
街
勢
力
に
よ
る
技
術
導
入

(
6
6
)

の
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
大
量
の
薪
燃
料
・
水
・
陶
土
を
必
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要
と
す
る
窯
業
に
お
い
て
も
、
畿
内
系
技
術
の
導
入
が
う
か
が
わ
れ

る
こ
と
は
、
山
野
占
有
問
題
、
国
司
・
郡
司
間
の
確
執
を
考
え
る
う

え
で
、
重
要
な
素
材
を
提
供
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

平
安
初
期
の
佐
渡
国
で
は
、
国
司
と
郡
司
層
の
間
に
癒
し
が
た
い

対
立
関
係
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
国
司
の
権
限
強
化
、

積
極
的
政
務
運
営
が
、
在
地
の
対
立
関
係
を
一
層
複
雑
に
し
、
有
力

者
の
内
部
対
立
を
惹
起
し
た
こ
と
も
想
定
で
き
よ
う
。
愁
訴
は
、
こ

の
よ
う
な
対
立
の
諸
相
の
な
か
で
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四
　
慶
雲
の
顕
現
と
佐
渡
国
の
政
治

以
上
、
検
討
し
て
き
た
ご
と
く
、
承
和
初
年
の
佐
渡
国
で
は
、
祥

瑞
の
出
現
、
凶
作
、
郡
司
た
ち
に
よ
る
国
司
苛
政
の
愁
訴
、
権
任
郡

司
の
設
置
な
ど
が
あ
い
つ
い
で
お
こ
っ
て
い
る
。
諸
事
象
の
前
後
関

係
は
明
確
に
は
し
が
た
い
部
分
も
あ
る
が
。
郡
司
愁
状
に
表
現
さ
れ

る
国
司
と
郡
司
の
確
執
が
、
底
流
と
し
て
存
在
し
続
け
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
や
や
時
代
は
下
が
る
が
、
元
慶
四
年
の
佐
渡

国
解
に
、
「
此
國
本
夷
秋
之
地
。
人
心
強
暴
。
動
忘
礼
義
常
好
殺
傷
。
」

(
6
7
)

と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
意
識
は
、
平
安
初
期
の
佐
渡
国
々
司
に
共
通

す
る
意
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
国
司
は
、
強
引

な
地
方
政
治
の
運
営
を
行
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
国
司
の
積
極
的
な
政
務
運
営
は
、
佐
渡
の
富
豪
・
郡
司

屑
す
べ
て
と
の
対
立
・
確
執
と
し
て
は
現
出
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
国

司
自
身
が
意
識
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
存
在
は
、
富
豪
・

郡
司
屑
の
分
裂
・
分
断
を
引
き
お
こ
し
、
そ
の
一
部
は
国
司
と
の
提

携
・
追
随
に
は
し
り
、
そ
の
対
局
に
郡
司
百
姓
愁
状
に
参
加
す
る
層

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
国
司
が
前
者
に
全
面
的
に
依

存
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
後
者
の
不
満
を
緩
和
す
る
方
策
も
模
索
さ

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

承
和
元
年
の
夏
、
貴
蔵
の
た
め
の
作
業
が
開
始
さ
れ
た
こ
ろ
は
、

秋
期
の
不
作
が
あ
る
程
度
予
想
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
な
か
で
貢
瓶
の
専
当
と
し
て
実
質
的
責
任
者
の
立
場
に
あ
っ
た
郡

司
た
ち
は
、
綱
領
と
し
て
の
辛
苦
の
み
な
ら
ず
、
都
で
の
相
撲
人
と

し
て
の
差
発
と
長
期
の
拘
束
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
二
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
相
撲
人
の
東
進
が

国
司
の
義
務
と
し
て
命
令
さ
れ
て
い
る
以
上
、
佐
渡
国
司
と
し
て
は
、

郡
司
た
ち
の
相
撲
人
へ
の
差
発
を
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
面
も
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
事
態
に
た
い
す
る
対
応
策
が
、
権
任
郡
司
の
申
請

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
対
応
は
、
郡
司
た
ち

の
不
安
を
、
国
司
へ
の
不
満
に
転
化
さ
せ
て
い
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。と

こ
ろ
で
佐
渡
国
の
慶
雲
は
、
四
月
の
慶
雲
慶
賀
の
上
表
と
応
詔

に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
少
な
く
と
も
三
月
ま
で
に
は
顕
現

し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
慶
雲
の
顕
現
は
夏
以
降
で
あ
っ
た
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
頁
朕
の
作
業
が
開
始
さ
れ
、
あ
る
い
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は
実
務
が
執
行
さ
れ
て
い
る
そ
の
時
期
に
、
す
な
わ
ち
郡
司
屑
の
不

満
が
鬱
積
し
は
じ
め
る
時
期
に
、
祥
瑞
が
出
現
し
た
と
考
え
ざ
る
を

え
な
い
。

祥
瑞
が
現
実
的
な
政
治
課
題
を
解
消
な
い
し
は
隠
蔽
す
る
た
め
に

政
治
的
に
利
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
演
出
・
創
作
さ
れ
た
可
能
性
の
あ

る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
に
属
す
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
演
出
・

創
作
は
、
中
央
政
府
を
構
成
す
る
為
政
者
の
側
か
ら
の
み
模
索
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
央
の
権
力
者
の
意
図
に

添
い
、
ま
た
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、

地
域
で
演
出
・
創
作
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宝
亀
三
年
の
「
上
総
国

献
馬
。
前
二
時
似
牛
。
以
為
祥
瑞
。
視
之
人
巧
之
所
刻
也
。
国
司
介

従
五
位
下
巨
勢
朝
臣
馬
主
巳
下
五
人
。
並
坐
解
任
。
其
本
主
天
羽
郡

(
6
8
)

人
宗
我
部
虫
麻
呂
決
杖
八
十
」
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
明
ら
か
に
祥

瑞
を
捏
造
し
た
事
件
で
あ
る
が
、
宗
我
部
虫
麻
呂
個
人
の
作
為
に
国

司
が
む
き
こ
ま
れ
た
事
件
と
い
う
よ
り
は
、
国
司
の
承
認
の
も
と
に

行
わ
れ
た
詐
偽
事
件
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
件
の
背
景
は
明
ら
か

に
L
が
た
い
が
、
神
火
事
件
の
勃
発
期
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
は
ひ

と
つ
注
目
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
神
火

に
よ
っ
て
清
算
し
よ
う
と
し
た
矛
盾
を
、
祥
瑞
に
よ
っ
て
解
消
し
ょ

う
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

上
総
国
の
「
祥
瑞
」
が
貢
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ

た
l
の
に
た
い
し
、
慶
雲
は
と
も
に
見
た
人
の
姓
名
を
書
き
連
ね
て
提

出
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
地
域
に
お
け
る
共
同
意
志
が
確
立
さ
れ

れ
ば
、
慶
雲
が
顕
現
す
る
余
地
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
佐
渡
国
の

慶
雲
の
虚
実
を
論
じ
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
が
、
第
一

節
に
論
述
し
た
ご
と
く
、
慶
雲
の
顕
現
が
朝
廷
で
も
待
望
さ
れ
、
地

域
で
も
祥
瑞
に
と
も
な
う
褒
賞
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
佐
渡

国
に
慶
雲
が
顕
現
し
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
直
し
て
み
る
こ
と
は
十

分
意
義
の
あ
る
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

む
す
び
に
か
え
て

地
域
史
像
の
構
築
が
提
唱
さ
れ
て
久
し
い
。
日
本
古
代
史
研
究
に

お
い
て
も
そ
の
視
角
が
受
容
さ
れ
、
お
り
か
ら
の
木
簡
・
墨
書
土
器

の
出
土
な
ど
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
豊
か
な
地
域
史
像
が
具
象
化
さ
れ

つ
つ
あ
る
地
域
も
ふ
え
て
き
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
木

簡
・
墨
書
土
器
な
ど
に
め
ぐ
ま
れ
な
い
地
域
に
お
い
て
は
、
そ
の
創

造
が
い
ま
ひ
と
つ
進
展
し
て
い
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
古
代
史
研
究
に
お
け
る
地
域
史
研
究
の
方
法
と
視
座
を
確
立
し

て
い
こ
う
と
す
る
種
々
の
模
索
が
、
い
ま
だ
必
要
な
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
地
域
史
像
構
築
の
提
唱
は
、
中
央
集
権
的
歴
史
観
を
排

し
、
地
域
の
人
々
の
営
み
に
迫
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
方
法
論
・

歴
史
観
を
吟
味
し
、
さ
ら
に
中
央
史
観
か
ら
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
偏
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兄
を
修
正
し
欠
落
を
補
充
し
て
、
よ
り
豊
か
な
日
本
史
像
を
構
築
す

る
こ
と
も
一
つ
の
課
題
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
本
稿
は
、
そ
の

よ
う
な
地
域
史
研
究
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
佐
渡

と
い
う
ひ
と
つ
の
地
域
に
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
事
象
を
吟
味

し
、
古
代
に
お
け
る
祥
瑞
研
究
に
一
つ
の
問
題
提
起
を
行
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
本
稿
の
意
図
が
十
分
に
達
成
さ
れ
、
ま
た
十
分
な
説
得
性

を
有
し
て
い
る
か
否
か
、
甚
だ
こ
こ
ろ
も
と
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が

多
く
の
先
学
の
ご
叱
正
を
お
願
い
し
た
い
。

注(
1
)
　
祥
瑞
に
つ
い
て
は
、
東
野
治
之
氏
「
飛
鳥
奈
良
朝
の
祥
瑞
災
異
思
想
」

(
r
日
本
歴
史
j
二
五
九
、
一
九
六
九
年
刊
)
、
福
原
栄
太
郎
氏
「
祥
瑞
考
」
(
『
ヒ

ス
ト
リ
ア
」
六
五
、
一
九
七
四
年
刊
)
　
な
ど
の
研
究
を
参
照
。

(
2
)
　
r
続
日
本
後
紀
」
承
和
元
年
正
月
発
丑
条
。

(
2
)
　
「
続
H
本
復
紀
」
承
和
元
年
正
月
甲
寅
条
、
乙
卯
条
。

(
4
)
　
目
崎
徳
衛
氏
「
政
治
史
上
の
嵯
峨
上
皇
」
　
(
「
日
本
歴
史
」
二
四
八
、
一

九
六
八
年
)
。

(
5
)
　
鈴
木
景
二
氏
「
H
本
古
代
の
行
幸
」
　
(
r
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
二
五
、
一
九

八
九
年
)
。

(
6
)
　
「
続
日
本
後
紀
」
承
和
元
年
正
月
甲
寅
条
。

(
7
)
　
r
続
日
本
後
紀
」
承
和
元
年
正
月
丁
卯
条
。

(
8
)
　
「
続
日
本
後
紀
』
承
和
元
年
十
月
己
卯
条
。

(
9
)
　
r
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
嘉
祥
三
年
九
月
己
丑
条
。

(
1
0
)
　
「
日
本
三
代
実
録
」
元
慶
元
年
四
月
十
六
日
丁
亥
条
。

(
1
1
)
　
「
類
衆
国
史
」
巻
一
六
五
、
天
長
三
年
十
二
月
辛
西
条
、
壬
成
条
。

(
1
2
)
　
「
続
日
本
後
紀
」
承
和
元
年
四
月
壬
午
条
。

(
1
3
)
　
r
続
日
本
紀
」
神
護
景
雲
元
年
八
月
己
酉
条
、
発
巳
条
。

(
1
4
)
　
r
類
兼
国
史
」
巻
〓
ハ
五
。

(
1
5
)
　
r
日
本
文
徳
天
皇
実
録
」
仁
寿
二
年
二
月
丙
辰
条
、
同
年
五
月
発
巳
条
。

(
曇
.
r
日
本
三
代
実
録
」
貞
観
十
五
年
二
月
廿
八
日
発
亥
条
。

(
1
7
)
　
「
続
日
本
後
紀
」
承
和
六
年
十
二
月
丙
辰
条
。

(
1
8
)
　
r
続
日
本
後
紀
」
承
和
六
年
十
月
己
西
条
。

(
1
9
)
　
「
類
宋
国
史
』
巻
一
七
三
、
天
長
七
年
四
月
己
巳
条
。

(
2
0
)
　
r
類
発
国
史
」
巻
l
七
三
、
天
長
九
年
五
月
己
西
条
。

(
2
1
)
　
r
続
日
本
後
妃
」
天
長
十
年
五
月
甲
寅
条
。

(
2
2
)
　
『
続
日
本
後
紀
」
承
和
元
年
四
月
丙
午
条
。

(
2
3
)
　
「
続
日
本
後
妃
』
承
和
二
年
四
月
丁
丑
条
。

(
別
)
+
拙
稿
「
平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
」
(
『
史
学
研
究
』
一
三
七
号
、

一
九
七
七
年
)
。
以
下
本
稿
に
お
け
る
別
稿
と
は
こ
の
拙
稿
を
意
味
す
る
。

(
2
5
)
　
「
続
日
本
後
紀
J
天
長
十
年
間
七
月
戊
寅
条
。

(
2
6
)
　
r
続
日
本
後
紀
し
承
和
元
年
正
月
丙
子
条
、
同
年
二
月
辛
丑
条
。

(
2
7
)
　
「
続
日
本
後
妃
」
天
長
十
年
七
月
戊
子
条
。

(
2
8
)
　
「
続
日
本
紀
」
神
色
元
年
三
月
庚
申
条
。

(
2
9
)
　
「
日
本
三
代
実
録
』
仁
和
三
年
三
月
十
一
日
乙
西
条
。

(
3
0
)
　
「
続
日
本
後
紀
」
承
和
八
年
三
月
庚
子
条
。

(
3
1
)
　
「
日
本
後
紀
」
大
同
三
年
八
月
庚
午
条
に
よ
れ
ば
、
調
庸
の
違
期
に
た
い

し
て
「
宜
複
合
候
期
。
各
七
箇
月
。
特
莫
効
罪
。
不
得
以
此
更
為
会
期
」
と

い
う
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
遠
国
の
場
合
七
ケ
月
後
に
責
進
さ
れ
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た
と
し
て
も
罪
を
と
わ
な
い
と
し
て
い
る
点
で
、
次
年
七
月
を
貢
進
期
限
と

し
た
前
例
と
な
っ
た
と
も
い
え
る
が
、
貢
隈
の
変
更
と
考
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

(
3
2
)
　
『
続
日
本
紀
」
神
護
景
雲
二
年
三
月
乙
巳
条
に
も
、
越
後
国
か
ら
佐
渡
国

へ
の
造
国
分
寺
料
稲
の
海
浩
に
つ
い
て
、
「
海
路
風
波
。
動
経
数
月
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

(
3
3
)
　
『
続
日
本
紀
」
神
亀
五
年
四
月
辛
卯
条
。

(
3
4
)
　
「
続
日
本
紀
」
養
老
三
年
七
月
辛
卯
条
。
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
続

日
本
紀
二
』
　
(
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
刊
)
五
五
頁
参
照
。

(
3
5
)
　
r
続
日
本
紀
』
延
暦
十
年
五
月
乙
丑
条
、
r
類
充
国
史
」
巻
七
三
、
弘
仁

九
年
七
月
己
丑
条
、
同
弘
仁
十
四
年
五
月
己
未
条
。

(
3
6
)
　
大
同
三
年
に
諸
国
か
ら
の
東
進
を
停
止
し
た
う
え
で
相
撲
を
実
施
し
た

(
「
日
本
後
紀
」
大
同
三
年
五
月
戊
子
条
、
同
七
月
丁
亥
条
)
　
が
、
大
同
四
年

に
は
諸
国
へ
東
進
が
命
じ
ら
れ
(
『
日
本
後
紀
J
大
同
四
年
間
二
月
乙
西
条
)

て
い
る
。
し
か
し
、
翌
五
年
五
月
に
は
再
度
停
止
が
命
じ
ら
れ
た
(
『
類
策
国

史
』
巻
七
三
、
大
同
五
年
五
月
甲
寅
条
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
月
に
は
「
進

督
力
人
者
、
常
限
六
月
廿
日
以
前
、
自
今
以
後
、
随
得
則
進
、
莫
限
期
月
」

と
い
う
勅
が
だ
さ
れ
て
い
る
(
r
類
衆
国
史
」
巻
七
三
、
大
同
五
年
七
月
丁
未

条)。

(
3
7
)
　
r
類
琴
二
代
格
」
巻
一
八
、
弘
仁
十
二
年
七
月
十
三
日
官
符
。

(
翌
　
今
泉
隆
雄
氏
「
八
世
紀
郡
領
の
任
用
と
出
自
」
(
r
史
学
雑
誌
」
八
一
-
一

二
、
一
九
七
二
年
)
。

(
3
9
)
　
「
類
型
二
代
格
』
巻
一
八
、
天
長
八
年
七
月
廿
七
日
官
符
所
引
弘
仁
十
一

年
九
月
廿
九
日
官
符
。

(
4
0
)
　
『
続
日
本
後
妃
』
天
長
十
年
五
月
丁
酉
条
。

(
4
1
)
　
こ
の
時
期
の
相
撲
の
内
取
り
・
召
合
の
日
程
な
ど
不
明
な
部
分
も
あ
る
　
1
6

が
、
八
月
に
相
撲
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
(
『
類
策
国
史
J
巻
三
一
、

天
長
八
年
八
月
丁
亥
条
)
　
の
で
、
長
期
の
滞
在
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
え

よ
・
つ
。

(
4
2
)
　
佐
藤
宗
詳
氏
「
平
安
前
期
政
治
史
序
説
」
第
十
二
章
「
百
姓
愁
状
の
成

立
と
貴
族
政
権
」
　
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
刊
)
。

(
4
3
)
　
r
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
五
年
三
月
丁
末
条
。

(
4
4
)
　
「
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
四
年
十
一
月
乙
巳
条
。

(
4
5
)
　
「
類
琴
二
代
格
』
巻
五
、
大
同
四
年
二
月
十
九
日
太
政
官
謹
奏
。

(
4
6
)
　
佐
藤
氏
は
前
掲
著
書
で
、
弘
宗
王
の
事
例
か
ら
「
訴
状
の
内
容
さ
え
正

し
け
れ
ば
被
告
が
更
迭
・
下
獄
さ
れ
る
の
が
常
態
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。

(
竺
　
高
山
寺
本
で
は
、
羽
茂
郡
の
二
郷
(
越
太
・
駄
大
)
　
と
雑
太
郡
の
四
郷

(
岡
・
与
知
・
竹
田
・
小
野
)
　
が
見
え
ず
、
賀
茂
郡
に
一
郷
(
寛
)
　
が
加
え
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
克
郷
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
訓
と
し
て
郷
に
加
え
な
い

考
え
方
も
あ
る
。

(
4
8
)
　
以
下
の
佐
渡
国
の
郡
郷
比
定
、
郡
街
推
定
地
な
ど
は
r
日
本
歴
史
地
名

体
系
一
五
　
新
潟
県
の
地
名
」
(
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
刊
)
、
r
角
川
日
本
地

名
大
辞
典
一
五
　
新
潟
県
」
(
角
川
書
店
、
一
九
八
九
年
刊
)
、
r
新
潟
県
史
　
通

史
編
一
原
始
古
代
〓
新
潟
県
、
一
九
八
六
年
刊
)
、
r
国
史
大
辞
典
」
賀
茂

郡
・
雑
太
郡
・
羽
茂
郡
の
各
項
　
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
～
九
〇
年
刊
)

に
よ
っ
た
。

(
4
9
)
　
佐
渡
國
街
の
比
定
に
つ
い
て
は
、
四
日
町
若
宮
遺
跡
を
想
定
す
る
説
と
、



下
国
肝
遺
跡
と
そ
の
周
辺
部
を
想
定
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
　
(
真
野
町
史
編

纂
委
月
会
r
真
野
町
男
二
九
七
六
年
)
。
両
者
を
い
わ
ゆ
る
古
国
府
と
新
国

府
と
い
う
関
係
で
説
明
す
る
考
え
方
　
(
田
中
圭
一
編
『
佐
渡
歴
史
文
化
シ
リ

ー
ズ
Ⅷ
　
佐
渡
史
の
謎
」
中
村
書
店
、
一
九
七
三
年
刊
)
　
も
あ
る
が
、
前
者

を
雄
太
郡
々
街
と
考
え
る
説
(
真
野
町
教
育
委
月
全
編
「
下
国
府
遺
跡
J
一

九
七
七
年
)
　
も
あ
る
。

(
5
0
)
　
真
野
町
教
育
委
月
会
「
佐
渡
国
府
緊
急
調
査
報
告
書
』
　
(
一
九
六
七
年
)

に
よ
れ
ば
、
佐
渡
国
分
寺
の
中
軸
線
と
方
位
を
一
に
す
る
竹
田
か
ら
畑
野
町

三
宮
の
条
里
地
割
り
と
、
四
日
町
若
宮
の
東
側
に
方
位
を
異
に
す
る
地
割
り

が
確
認
さ
れ
る
が
、
後
者
が
前
者
に
先
行
す
る
地
割
り
と
考
え
ら
れ
る
。

(
5
1
)
　
海
上
交
通
に
お
け
る
古
代
潟
湖
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
森
浩
一
氏
「
潟

と
港
を
発
掘
す
る
」
(
「
日
本
の
古
代
　
三
」
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
年
刊
)

を
参
照
。

(
5
2
)
　
r
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
四
月
丙
申
条
。

(
5
3
)
　
『
改
訂
史
特
集
覧
J
第
二
七
。

(
5
4
)
　
r
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
一
五
　
新
潟
県
』
地
誌
潟
佐
渡
郡
金
井
町
、
同

羽
茂
町
項
。
前
出
「
真
野
町
史
』
　
は
、
国
分
寺
の
造
営
と
竹
田
条
里
地
割
り

の
実
施
を
七
エ
バ
〇
年
代
に
同
時
並
行
的
に
実
施
さ
れ
た
も
の
と
想
定
し
て
い

る
。

(
5
5
)
　
『
続
日
本
紀
ら
天
平
神
護
二
年
九
月
戊
午
条
。

(
5
6
)
　
r
類
架
三
代
格
L
巻
七
、
弘
仁
五
年
六
月
廿
三
日
官
符
な
ら
び
に
同
官
符

所
引
天
平
十
年
五
月
廿
八
日
格
。

(
5
7
)
　
扇
蒸
三
代
格
」
巻
一
五
、
弘
仁
三
年
五
月
三
日
官
符
。

(
5
8
)
　
製
塩
関
係
に
つ
い
て
は
『
新
潟
県
史
　
通
史
編
二
を
参
照
。
た
だ
し
、

製
塩
遺
跡
の
形
成
期
な
ど
に
つ
い
て
、
本
文
中
で
も
若
干
の
異
同
が
う
か
が

わ
れ
る
。

(
5
9
)
　
前
掲
『
新
潟
県
史
」
付
編
「
奈
良
・
平
安
時
代
の
遺
跡
」
参
照
。
ま
た

宇
野
隆
夫
氏
(
「
北
陸
古
代
手
工
業
生
産
の
成
立
と
変
容
」
『
日
本
史
研
究
し
三

三
〇
、
一
九
九
〇
年
)
も
、
北
陸
で
の
八
世
紀
に
お
け
る
窯
業
・
鉄
生
産
に

関
し
て
郡
単
位
の
生
産
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
6
0
)
　
r
日
本
紀
略
」
延
暦
二
十
一
年
正
月
庚
午
条
。

(
6
1
)
　
前
掲
r
新
潟
県
史
」
　
で
は
佐
渡
の
製
塩
の
最
盛
期
を
、
八
世
紀
を
中
心

と
し
た
時
代
と
さ
れ
て
い
る
。
l
部
に
は
九
世
紀
前
半
に
製
塩
遺
跡
の
形
成

も
指
摘
さ
れ
、
宇
野
隆
夫
氏
も
r
北
陸
の
古
代
手
工
業
生
産
』
(
第
一
章
三
節
、

一
九
八
九
年
刊
)
で
は
九
世
紀
に
製
塩
遺
跡
が
増
加
し
っ
つ
あ
っ
た
と
さ
れ
、

前
掲
『
日
本
史
研
究
』
論
文
で
も
、
九
世
紀
第
2
四
半
世
紀
か
ら
九
世
紀
末

期
に
北
陸
の
塩
生
産
が
若
狭
・
能
登
・
佐
渡
な
ど
の
生
産
適
地
に
集
約
さ
れ

つ
つ
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
氏
の
製
塩
土
器
霜

年
図
や
製
塩
遺
跡
分
布
図
に
は
、
佐
渡
関
係
の
編
年
・
分
布
が
み
え
な
い
。

佐
渡
の
製
塩
遺
跡
関
係
は
『
新
潟
県
史
」
編
纂
以
後
新
し
い
報
告
も
少
な
い

l
の
で
、
八
世
紀
を
最
盛
期
と
し
以
後
衰
退
に
む
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
6
2
)
　
井
上
辰
雄
氏
「
古
代
製
塩
の
生
産
形
態
」
(
『
正
税
帳
の
研
究
し
塙
書
房
、

一
九
六
七
年
刊
)
。

(
6
3
)
　
『
寧
楽
遺
文
」
上
-
二
六
二
、
二
六
三
、
二
六
六
頁
。

(
6
4
)
　
『
平
安
遺
文
』
一
-
四
、
五
頁
。

(
6
5
)
　
真
野
町
に
お
け
る
奈
良
・
平
安
時
代
の
遺
跡
分
布
を
傭
噂
す
る
と
、
竹

田
・
中
沢
田
地
区
に
は
奈
良
時
代
後
半
の
遺
跡
が
優
位
で
あ
る
が
、
九
世
紀
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以
降
の
遺
跡
は
貧
弱
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
真
野
湾
に
面
し
た
豊
田
の
台

地
周
縁
部
や
、
新
町
か
ら
四
日
町
に
か
け
て
の
砂
丘
地
帯
に
は
、
平
安
時
代

以
降
の
遺
跡
が
優
位
を
占
め
て
い
る
。
豊
面
の
浜
田
・
岩
野
・
桐
ノ
木
遺
跡
、

新
町
の
新
町
・
庚
門
塚
・
藤
塚
遺
跡
、
四
日
町
の
若
宮
二
尚
野
遺
跡
な
ど
か

ら
は
、
須
恵
器
や
円
両
税
・
風
字
現
、
墨
書
土
器
、
皇
朝
十
三
銭
な
ど
が
出

土
し
て
い
る
　
(
前
出
『
下
国
府
遺
跡
し
、
真
野
町
教
育
委
月
会
『
浜
田
遺
跡
』

一
九
七
五
年
刊
)
。
こ
の
よ
う
な
遺
跡
の
あ
り
か
た
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安

時
代
に
か
け
て
の
地
域
社
会
の
変
容
を
反
映
し
、
そ
の
変
容
が
国
街
な
い
し

は
そ
れ
に
編
成
さ
れ
る
人
々
の
主
導
で
実
現
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
平
安
期
の
遺
跡
の
多
く
が
海
浜
に
面
し
た
砂
丘
上
に
立
地
し

て
い
る
こ
と
も
、
興
味
ぶ
か
い
。

(
6
6
)
　
前
掲
『
北
陸
の
古
代
手
工
業
生
産
し
第
二
章
四
節
。

(
6
7
)
　
r
類
架
三
代
格
し
巻
五
、
元
慶
四
年
八
月
七
日
官
符
。

(
6
8
)
　
「
続
日
本
紀
」
宝
亀
三
年
七
月
辛
丑
条
。

(
付
記
)
　
本
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
は
、
広
島
大
学
古
瀬
活
秀
氏
な
ら
び
に
新

潟
大
学
小
林
昌
二
氏
に
種
々
の
ご
教
示
を
い
た
だ
き
、
真
野
町
立
図
書
館
に

も
ご
高
配
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
深
謝
の
意
を
表
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
本
稿
は
、
一
九
九
三
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
〓
般
研
究

C
、
研
究
課
題
「
平
安
初
期
政
治
の
構
造
と
展
開
」
)
の
交
付
に
基
づ
く
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(
に
し
べ
っ
ぶ
・
も
と
か
　
広
島
大
学
文
学
部
助
教
授
)

tosho-seibi-repo
長方形




